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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　釣り用リールのハンドルアームの先端に固定された把手軸に回転自在に装着されるハン
ドル把手であって、
　前記把手軸の外周側に回転自在に装着された合成樹脂製の筒状部と、
　前記筒状部の基端部に外側面が露出するように装着され、前記外側面に切削加工が施さ
れた金属製の環状部と、
　前記筒状部の先端部から前記環状部の先端部に向けて前記筒状部の外周部に装着された
把手部と、
を備え、
　前記筒状部は、基端部に他の部分の外径より大径となるようにかつ外形が非円形となる
ように形成された係合部を有しており、
　前記環状部は、内形が非円形となるように形成され、前記係合部が係合可能な被係合部
を有しており、
　前記係合部及び前記被係合部の係合によって、前記環状部は、前記筒状部の基端部に相
対回転不能に固定され、且つ前記筒状部の前記係合部と前記把手部とによって挟持される
、 
釣り用リールのハンドル把手。
【請求項２】
　前記環状部は、外形が周方向に沿うように凹んで形成された溝部を、有している、
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請求項１に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項３】
　前記環状部は、外側面にローレット加工が施されている、
請求項１又は２に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項４】
　前記環状部は、前記筒状部の基端部に接着されている、
請求項１から３のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項５】
　前記把手部は、前記筒状部の外周部に圧入されている、
請求項１から４のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項６】
　前記把手部は、合成樹脂、コルクのいずれかにより形成されている、
請求項１から５のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項７】
　前記把手部は、基端部側に配置された第１把手部と、先端部側に配置された前記第１把
手部と異なる材質によって形成された第２把手部とを有している、
請求項１から６のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項８】
　前記第２把手部は、外側面に蛍光色となる塗装処理が施されている、
請求項７に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項９】
　前記環状部は、アルミニウム合金製である、
請求項１から８のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項１０】
　前記環状部は、表面に陽極酸化処理による陽極酸化被膜が形成されている、
請求項１から９のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項１１】
　前記釣り用リールは、スピニングリールである、
請求項１から１０のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項１２】
　前記釣り用リールは、両軸受リールである、
請求項１から１０のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【請求項１３】
　前記釣り用リールは、片軸受リールである、
請求項１から１０のいずれか１項に記載の釣り用リールのハンドル把手。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハンドル把手、特に、釣り用リールのハンドルアームの先端に固定された把
手軸に回転自在に装着されるハンドル把手に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スピニングリールや、両軸受リール等の釣り用リールのハンドル軸の先端には、ハンド
ル組立体が固定されている。ハンドル組立体は、ハンドル軸の先端に回転不能に装着され
たハンドルアームと、ハンドルアームの先端に回転不能に固定された把手軸と、把手軸に
回転自在に装着されたハンドル把手とを有している。
【０００３】
　このようなハンドル把手は、把手軸に回転自在に支持された筒状部と、筒状部の外周を
覆うように設けられた鼓状の把手部とを有している。筒状部は、把手軸に対して回転自在
かつ軸方向移動不能に装着されており、把手軸の先端部にねじ止めされている。
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【０００４】
　このようなハンドル把手では、把手部は、たとえばエラストマー等の合成樹脂やコルク
等を加工して筒状部の外周部全体にわたって接着固定したものが知られている（たとえば
、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－９８９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記従来の釣り用リールのハンドル把手は、合成樹脂やコルク等により形成された把手
部が筒状部の外周部全体にわたって接着固定されているので、把手部全体が外観に露出す
る構成になっている。
【０００６】
　しかし、把手部全体が外観に露出している従来の構成では、特に、把手部の基端部は、
ハンドルアームに近接して配置されているので、長年の使用によってがたつきが生じると
、把手部の基端部がハンドルアームに接触してしまうことがある。このように把手部の基
端部がハンドルアームに接触すると、把手部がエラストマー等の軟質樹脂により形成され
ている場合には、把手部とハンドルアームとの接触摩擦によってハンドル把手の滑らかな
回転を阻害したり、あるいは、把手部がコルク等の天然素材により形成されている場合に
は、比較的強度が弱いために、把手部自身が磨耗し破断したりするおそれがある。
【０００７】
　本発明の課題は、釣り用リールのハンドル把手において、ハンドル把手の滑らかな回転
を維持しながら、ハンドル把手の磨耗を抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　発明１に係る釣り用リールのハンドル把手は、釣り用リールのハンドルアームの先端に
固定された把手軸に回転自在に装着されるハンドル把手であって、把手軸の外周側に回転
自在に装着された合成樹脂製の筒状部と、筒状部の基端部に外側面が露出するように装着
され外側面に切削加工が施された金属製の環状部と、筒状部の先端部から環状部の先端部
に向けて筒状部の外周部に装着された把手部とを備えている。筒状部は、基端部に他の部
分の外径より大径となるようにかつ外形が非円形となるように形成された係合部を、有し
ている。環状部は、内形が非円形となるように形成され、係合部が係合可能な被係合部を
有している。係合部及び被係合部の係合によって、環状部は、筒状部の基端部に相対回転
不能に固定され、且つ筒状部の係合部と把手部とによって挟持される。
【０００９】
　このハンドル把手では、合成樹脂製の筒状部と、筒状部や把手部と別体で設けられ外側
面に切削加工が施された金属製の環状部とを主に備えている。ここでは、ハンドルアーム
と把手部との間に金属製の環状部が設けられているので、長年の使用によってがたつきが
生じたとしても、金属製の環状部がハンドルアームに接触するだけで把手部の基端部がハ
ンドルアームに接触することがなくなる。したがって、把手部がたとえばエラストマー等
の合成樹脂やコルク等により形成されている場合でも、把手部の基端部がハンドルアーム
に接触しないことによって、ハンドル把手の滑らかな回転を維持しながら、金属製の環状
部によって、ハンドル把手の磨耗を抑えることができる。
【００１０】
　さらに、ここでは、環状部は筒状部や把手部と別体で設けられているので、たとえば把
手部の外形が鼓状である場合でも、筒状部や把手部と別体のたとえばアルミニウム合金等
の金属製の環状部を切削加工することが容易になるとともに、切削加工が施された金属製
の環状部を外観に露出させることによって、意匠性を向上できる。さらに、ここでは、筒
状部は、たとえばＥＶＡ樹脂等の合成樹脂製である場合には、把手部及び筒状部全体をア
ルミニウム合金等の金属により形成する場合に比して、把手部の材質に関わらず、ハンド
ル全体を軽量化できる。
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【００１１】
　また、この場合、環状部が筒状部に固定されるので、釣人が誤って環状部を掴んだ場合
でも、ハンドル把手を操作することができる。さらに、この場合、筒状部の非円形の係合
部を、環状部の被係合部に係合させることにより、簡素な構成で両部材を相対回転不能に
固定することができる。
【００１２】
　発明２に係るハンドル把手は、発明１のハンドル把手において、環状部は、外形が周方
向に沿うように凹んで形成された溝部を有している。この場合、環状部は把手部と別体で
設けられているので、切削加工によって溝部の形成が容易になる。
【００１３】
　発明３に係るハンドル把手は、発明１又は２のハンドル把手において、環状部は、外側
面にローレット加工が施されている。この場合、環状部は把手部と別体で設けられている
ので、切削加工であるローレット加工が容易になるとともに、ぎざぎざ模様の溝部となる
ローレット加工によって意匠性を向上できる。
【００１４】
　発明４に係るハンドル把手は、発明１から３のいずれかのハンドル把手において、環状
部は、筒状部の基端部に接着されている。この場合、たとえば両部材を非円形係合させた
状態で接着することにより、環状部と筒状部との固定が強固になる。
【００１５】
　発明５に係るハンドル把手は、発明１から４のいずれかのハンドル把手において、把手
部は、筒状部の外周部に圧入されている。この場合、たとえばエラストマー等の合成樹脂
やコルク等の把手部を圧入することにより、把手部の取り付けが容易になる。
【００１６】
　発明６に係るハンドル把手は、発明１から５のいずれかのハンドル把手において、把手
部は、合成樹脂、コルクのいずれかにより形成されている。この場合、把手部を比較的軽
量な合成樹脂、コルクのいずれかにより形成することにより、把手部及び筒状部全体を金
属製にする場合に比して、ハンドル全体を軽量化できる。
【００１７】
　発明７に係るハンドル把手は、発明１から６のいずれかのハンドル把手において、把手
部は、基端部側に配置された第１把手部と、先端部側に配置された第１把手部と異なる材
質によって形成された第２把手部とを有している。この場合、たとえば第１把手部と第２
把手部とで外観が異なる色となるようにすることで、意匠性を向上できる。
【００１８】
　発明８に係るハンドル把手は、発明７のハンドル把手において、第２把手部は、外側面
に蛍光色となる塗装処理が施されている。この場合、たとえば蛍光塗料によって第２把手
部に塗装処理を施すことによって、第２把手部の外観にアクセントを付けることで、意匠
性を向上できる。
【００１９】
　発明９に係るハンドル把手は、発明１から８のいずれかのハンドル把手において、環状
部は、アルミニウム合金製である。この場合、アルミニウム合金製の環状部の切削加工が
容易になる。
【００２０】
　発明１０に係るハンドル把手は、発明１から９のいずれかのハンドル把手において、環
状部は、表面に陽極酸化処理による陽極酸化被膜が形成されている。この場合、環状部に
切削加工を行った後に陽極酸化処理による陽極酸化被膜を表面に形成することによって、
防食性を高めるとともに、環状部の強度を高く維持できる。
【００２１】
　発明１１に係るハンドル把手は、発明１から１０のいずれかのハンドル把手において、
釣り用リールは、スピニングリールである。この場合、スピニングリールのハンドル把手
において、ハンドル全体の軽量化を図りながら、ハンドルの加工性を向上させることがで
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きる。
【００２２】
　発明１２に係るハンドル把手は、発明１から１０のいずれかのハンドル把手において、
釣り用リールは、両軸受リールである。この場合、両軸受リールのハンドル把手において
、ハンドル全体の軽量化を図りながら、ハンドルの加工性を向上させることができる。
【００２３】
　発明１３に係るハンドル把手は、発明１から１０のいずれかのハンドル把手において、
釣り用リールは、片軸受リールである。この場合、片軸受リールのハンドル把手において
、ハンドル全体の軽量化を図りながら、ハンドルの加工性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、釣り用リールのハンドル把手において、合成樹脂製の筒状部と、筒状
部や把手部と別体で設けられ外側面に切削加工が施されたアルミニウム合金製の環状部と
を備えているので、ハンドル把手の滑らかな回転を維持しながら、ハンドル把手の磨耗を
抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明の一実施形態を採用したスピニングリールは、図１及び図２に示すように、ハン
ドル組立体１と、ハンドル組立体１を回転自在に支持するリール本体２と、ロータ３と、
スプール４とを備えている。ロータ３は、スプール４に釣り糸を巻き付けるものであり、
リール本体２の前部に回転自在に支持されている。スプール４は、外周面に釣り糸を巻き
取るものであり、ロータ３の前部に前後移動自在に配置されている。なお、ハンドル組立
体１は、リール本体２の右側（図１参照）及び左側（図２参照）のいずれにも装着可能で
あり、ハンドル組立体１が装着されていない側（図２ではリール本体２の右側）には、キ
ャップ付きボルト部材１９が装着されている。
【００２６】
　ハンドル組立体１は、図２に示すように、ハンドル軸部７の先端に回転不能に装着され
たハンドルアーム２１と、ハンドルアーム２１の先端に固定された把手軸２２と、把手軸
２２に回転自在かつ軸方向移動不能に装着されたハンドル把手２３とを有している。
【００２７】
　ハンドルアーム２１は、図２に示すように、たとえばアルミニウム合金製の棒状部材で
あって、リール本体２と対向する側にやや折れ曲がって形成されている。ハンドルアーム
２１の一端（図２下側端部）は、ハンドル軸部７の先端部（図２左側端部）にボルト部材
２０によってリール本体２と接離する方向に揺動可能に連結されている。ハンドルアーム
２１の他端（図２上側端部）には、ハンドル軸部７と平行に固定された把手軸２２が配置
されている。
【００２８】
　把手軸２２は、図３に拡大して示すように、ハンドル軸部７（図２参照）と平行な回転
軸に沿って配置された、たとえばステンレス合金等の金属製の軸であり、基端に他の部分
より小径の雄ねじ部２２ａが形成され、他端面に第２ねじ穴２２ｂが形成されている。ま
た、雄ねじ部２２ａに隣接して他の部分より大径の工具係止部２２ｃが形成されている。
雄ねじ部２２ａは、第１ねじ穴２１ｃに螺合しており、この螺合により把手軸２２がハン
ドルアーム２１に固定される。工具係止部２２ｃの外周面には、スパナ等の工具を係止可
能な平行な面取り部２２ｄが形成されている。把手軸２２の工具係止部２２ｃに隣接した
外周部と先端外周部とには、軸受３０ａ、３０ｂが配置されている。この軸受３０ａ、３
０ｂによりハンドル把手２３が把手軸２２に回転自在に支持される。軸受３０ｂは、第２
ねじ穴２２ｂに装着されたボルト部材２８により軸方向移動不能に装着されている。この
ボルト部材２８は、軸受３０ｂを介してハンドル把手２３を把手軸２２に対して抜け止め
している。
【００２９】
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　ハンドル把手２３は、図３から図６に示すように、把手軸２２に回転自在かつ軸方向移
動不能に装着される合成樹脂製の筒状部３１と、筒状部３１の外周側を覆うように接着固
定されたコルク製の把手部３２と、把手部３２の先端部の開口を閉塞するためのキャップ
部材３３と、筒状部３１の基端部に外側面が露出するように装着され外側面に切削加工が
施されたアルミニウム合金製の環状部３４とを有している。
【００３０】
　筒状部３１は、図３から図６に示すように、把手軸２２の外周側に回転自在に装着され
た本体筒部３１ａと、本体筒部３１ａのハンドルアーム２１側（図３左側）端部外周に形
成され本体筒部３１ａを回り止めするための回り止め部３１ｂと、本体筒部３１ａのハン
ドルアーム２１と逆側（図３右側）端部に開口するように形成された雌ねじ部３１ｃと、
本体筒部３１ａの外周部に突出して形成された凸部３１ｄと、本体筒部３１ａの内周部に
インサート成形された筒部３１ｅとを有している。
【００３１】
　本体筒部３１ａは、ＥＶＡ樹脂等の硬質樹脂製の筒状部材であって、筒部３１ｅのイン
サート成形によって一体成形されている。本体筒部３１ａの内周には、軸受３０ａ、３０
ｂが装着されており、この軸受３０ａ、３０ｂによって把手軸２２に対して筒状部３１が
回転自在となっている。
【００３２】
　回り止め部３１ｂは、本体筒部３１ａの基端部（図３左側）外周に本体筒部３１ａの他
の部分より大径になるように一体成形されており、後述する環状部３４を装着したときに
環状部３４の内周側に形成された非円形孔３４ａに係合するように、外形形状が八角形と
なる非円形に形成されており、
　雌ねじ部３１ｃは、本体筒部３１ａの先端部（図３右側）内周に形成されたねじ孔であ
って、後述するキャップ部材３３の雄ねじ部３３ａが螺合可能である。
【００３３】
　凸部３１ｄは、図３及び図４に示すように、本体筒部３１ａの軸方向（長手方向）に沿
って形成され、図６に示すように、周方向に等間隔に８箇所に並べて配置された突出部で
ある。ここでは、凸部３１ｄによって、後述する把手部３２の把手本体３２ａを圧入した
ときに、把手本体３２ａの内周に凸部３１ｄの外周部が接触することにより、把手本体３
２ａを本体筒部３１ａに対して回り止め及び抜け止めを行うことができる。
【００３４】
　筒部３１ｅは、アルミニウム合金を切削加工して形成された筒状部材であって、本体筒
部３１ａの内周部にインサート成形されている。ここでは、筒部３１ｅによって、全体の
軽量化を図りながら、本体筒部３１ａの変形を抑えることができる。
【００３５】
　把手部３２は、図３から図６に示すように、回転軸に沿った方向の長さが回転軸の径方
向に沿った長さより長い扁平棒状の筒状部材である把手本体３２ａを有している。把手本
体３２ａは、本体筒部３１ａの外周側に本体筒部３１ａの先端部（図３右側）から本体筒
部３１ａの基端部（図３左側）に向かって回り止め部３１ｂに接触するように接着固定さ
れる筒状部材である。把手本体３２ａは、コルクによって形成されており、本体筒部３１
ａの先端部から環状部３４の先端部に向けて本体筒部３１ａの外周部に圧入されている。
把手本体３２ａの内周部と本体筒部３１ａの外周部との間には接着剤が塗布されており、
本体筒部３１ａに把手本体３２ａが固定されている。把手本体３２ａは、回転軸方向の中
心部分が狭まった形状であり、その対向する周面に回転軸方向に沿って滑らかに内側に湾
曲したつまみ面が形成されている。つまみ面は、つまんだときに手の指先にフィットする
ように変形矩形状に形成されている。把手本体３２ａは、切断方向によって厚みが異なる
偏平形状となっており、また、把手軸２２を挟んで対称形状となっている。把手本体３２
ａの先端部（図３右側）の開口には、この開口を閉塞するためのキャップ部材３３が装着
されている。
【００３６】
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　キャップ部材３３は、図３から図５に示すように、筒状部３１の先端部（図３右側）内
周部の雌ねじ部３１ｃに螺合可能な雄ねじ部３３ａと、雄ねじ部３３ａの外径より大径に
形成され雄ねじ部３３ａの開口を閉塞するように把手本体３２ａの先端部（図３右側）に
接触可能な頭部３３ｂと、頭部３３ｂに形成された工具係止用の係止部３３ｃとを有して
いる。キャップ部材３３は、ハンドル把手２３を把手軸２２にボルト部材２８により装着
した後、把手本体３２ａの先端部（図３右側）に装着固定される。
【００３７】
　環状部３４は、図３から図５に示すように、本体筒部３１ａの基端部に外側面が露出す
るように装着され外側面に切削加工が施されたアルミニウム合金製の環状部材である。環
状部３４の内周部には、基端部側が開口する大径の非円形孔３４ａと、先端部側が開口す
る小径の円形孔３４ｂとが形成されている。非円形孔３４ａは、回り止め部３１ｂの外形
と同一形状となるように内形形状が八角形となる非円形に形成されており、環状部３４を
筒状部３１に装着したときに、回り止め部３１ｂと係合するようになっている。ここでは
、筒状部３１の非円形の回り止め部３１ｂを、環状部３４の非円形孔３４ａに係合させる
ことにより、簡素な構成で両部材を相対回転不能に固定することができる。
【００３８】
　環状部３４の外側面には、図３から図５に示すように、筒状部３１や把手部３２を組み
立てる前において、切削加工によって形成された切削加工部３４ｃを有している。切削加
工部３４ｃは、外形が環状部３４装着方向に沿うように凹んで形成された溝部を有してい
る。ここでは、筒状部３１や把手部３２と別体のアルミニウム合金製の環状部３４を切削
加工することが容易になる。
【００３９】
　環状部３４の表面には、切削加工によって形成された切削加工部３４ｃを形成した後に
。陽極酸化処理であるアルマイト処理が施され、陽極酸化被膜であるアルマイト層が形成
されている。ここでは、環状部３４にアルマイト処理によるアルマイト層を表面に形成す
ることによって、防食性を高めるとともに、環状部３４の強度を高く維持できる。
【００４０】
　ハンドル組立体１は、図２に示すように、マスターギア軸１０の内周部に相対回転不能
に装着され先端部がマスターギア軸１０の先端部より軸方向外方に突出して配置されるハ
ンドル軸部７をさらに備えている。ハンドル軸部７は、図２に示すように、外形が矩形等
の非円形に形成されており、マスターギア軸１０の図示しない貫通孔に回転不能かつ軸方
向移動可能に装着されている。ハンドル軸部７の端部（図２右側端部）には、内周側に図
示しない雌ねじ部が形成されており、貫通孔に装着したハンドル軸部７の雌ねじ部に図示
しないボルト部材の雄ねじ部を螺合させることによって、ハンドル軸部７をマスターギア
軸１０に対して抜け止めしている。また、ハンドル軸部７の先端部（図２左側端部）には
、ハンドルアーム２１がボルト部材２０によって固定されている。
【００４１】
　リール本体２は、図１及び図２に示すように、開口を有するリールボディ２ａと、開口
を塞ぐようにリールボディ２ａに着脱自在に装着された蓋部材２ｂと、蓋部材２ｂから斜
め上前方に延びる竿取付脚２ｃと、リールボディ２ａ及び蓋部材２ｂの後部から下部にわ
たって装着されるカバー部材２ｄ（図１参照）とを有している。リールボディ２ａは内部
に空間を有している。
【００４２】
　ロータ３は、図１に示すように、円筒部３０と、円筒部３０の側方に互いに対向して設
けられた第１ロータアーム３１ｆ及び第２ロータアーム３２ｄとを有している。円筒部３
０と第１ロータアーム３１ｆ及び第２ロータアーム３２ｄとは一体に成形されている。
【００４３】
　第１ロータアーム３１ｆは、図１に示すように、円筒部３０から外方に向けて凸状に湾
曲して前方へと延びている。第１ロータアーム３１ｆの先端外周側には、第１ベール支持
部材４０が揺動自在に装着されている。第１ベール支持部材４０の先端には、釣り糸をス
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プール４に案内するためのラインローラ４１が装着されている。第２ロータアーム３２ｄ
は、円筒部３０から外方に凸に湾曲して前方に延びている。第２ロータアーム３２ｄの先
端外周側には、第２ベール支持部材４２が揺動自在に装着されている。ラインローラ４１
と第２ベール支持部材４２との間には、線材を略Ｕ状に湾曲させたベール４３が固定され
ている。これらの第１ベール支持部材４０、第２ベール支持部材４２、ラインローラ４１
及びベール４３によって、ベールアーム４４は構成される。ベールアーム４４は、糸案内
姿勢とそれから反転した糸開放姿勢との間で揺動自在である。
【００４４】
　スプール４は、図２に示すように、ロータ３の第１ロータアーム３１ｆと第２ロータア
ーム３２ｄとの間に配置されており、スプール軸１５（図２参照）の先端にドラグ機構６
０（図１参照）を介して装着されている。
【００４５】
　次に、リールの操作及び動作について説明する。
【００４６】
　釣りを行う際、キャスティングしてリール本体２から釣り糸を繰り出すために、ベール
アーム４４を反転させると、第１ベール支持部材４０及び第２ベール支持部材４２が揺動
し、ベールアーム４４を糸開放姿勢にすることができる。この状態で、釣竿を握る手の人
差し指で釣り糸を引っかけながら釣竿をキャスティングする。すると、釣り糸は仕掛けの
重さによって勢いよく前方に放出される。そして、ハンドル組立体１を糸巻き取方向に回
転させると、図示しないロータ駆動機構によりロータ３が糸巻き取方向に回転し、ベール
アーム４４が図示しないベール反転機構により糸巻き取位置に復帰し、釣り糸がスプール
４に巻き付けられる。
【００４７】
　このようなスピニングリールのハンドル把手２３では、合成樹脂製の筒状部３１と、筒
状部３１や把手部３２と別体で設けられ外側面に切削加工が施されたアルミニウム合金製
の環状部３４とを備えている。ここでは、ハンドルアーム２１と把手部３２との間にアル
ミニウム合金製の環状部３４が設けられているので、長年の使用によってがたつきが生じ
たとしても、アルミニウム合金製の環状部３４がハンドルアーム２１に接触するだけで把
手部３２の基端部がハンドルアーム２１に接触することがなくなる。したがって、把手部
３２がコルクにより形成されている場合でも、把手部３２の基端部がハンドルアーム２１
に接触しないことによって、ハンドル把手２３の滑らかな回転を維持しながら、アルミニ
ウム合金製の環状部３４によって、ハンドル把手２３の磨耗を抑えることができる。した
がって、ハンドル把手２３の滑らかな回転を維持しながら、ハンドル把手２３の磨耗を抑
えることができる。
【００４８】
　〔他の実施形態〕
　（ａ）　前記実施形態では、スピニングリールを例にあげて説明したが、図１２に示す
両軸受リールや、図１３に示す片軸受リール等の他形式の釣り用リールのハンドル把手に
も本発明を適用できる。また、ハンドルつまみは、ダブルハンドルのものに限定されず、
シングルハンドルのものにも本発明を適用できる。
【００４９】
　本発明の他の実施形態を採用した両軸受リールは、図１２に示すように、ベイトキャス
ト用のロープロフィール型のリールである。この両軸受リールは、リール本体１０１と、
リール本体１０１の側方に配置されたスプール回転用のハンドル組立体１０２と、リール
本体１０１の内部に回転自在かつ着脱自在に装着された糸巻き用のスプール１１２とを備
えている。ハンドル組立体１０２のリール本体１０１側には、ドラグ調整用のスタードラ
グ１０３が設けられている。
【００５０】
　リール本体１０１は、フレーム１０５と、フレーム１０５の両側方に装着された第１側
カバー１０６ａ及び第２側カバー１０６ｂとを有している。また、リール本体１０１は、
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フレーム１０５の前方を覆う前カバー１０７と、上部を覆うサムレスト１０８とを有して
いる。フレーム１０５は、左右に所定の間隔をあけて互いに対向するように配置された１
対の第１側板１０５ａ及び第２側板１０５ｂと、これらの第１側板１０５ａ及び第２側板
１０５ｂを連結する図示しない複数の連結部とを有している。フレーム１０５は、下側の
連結部に設けられた図示しない竿装着部により釣竿に装着可能である。
【００５１】
　リール本体１０１の内部には、釣竿と交差する方向に配置されたスプール１１２と、ス
プール１１２に釣り糸を均一に巻き取るための図示しないレベルワインド機構と、ハンド
ル組立体１の回転をスプールに伝達する図示しない回転伝達機構とが配置されている。回
転伝達機構には、ハンドル組立体１０２が先端に装着されたハンドル軸１２０と、ハンド
ル組立体１０２の回転をスプール１１２に伝達、遮断（オン、オフ）する図示しないクラ
ッチ機構と、図示しないドラグ機構とが設けられている。ハンドル軸１２０は、リール本
体１０１に回転自在に支持されている。フレーム１０５の後部には、クラッチ機構をオン
、オフ操作するとともに、サミングの当てとなるクラッチレバー１１７が揺動自在に装着
されている。
【００５２】
　ハンドル組立体１０２は、ハンドル軸１２０の先端に装着されるハンドルアーム１２１
と、ハンドルアーム１２１の先端に装着されたハンドル把手１２３とを備えている。ハン
ドル把手１２３は、把手軸１２２に回転自在かつ軸方向移動不能に装着される合成樹脂製
の筒状部１３１と、筒状部１３１の外周側を覆うように接着固定されたコルク製の把手部
１３２と、把手部１３２の先端部の開口を閉塞するためのキャップ部材１３３と、筒状部
１３１の基端部に外側面が露出するように装着され外側面に切削加工が施されたアルミニ
ウム合金製の環状部１３４とを有している。なお、ハンドル把手１２３の構成は、前記実
施形態の図番に１００を加えたものと同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００５３】
　このような両軸受リールのハンドル把手１２３は、前記実施形態と同様に、合成樹脂製
の筒状部１３１と、筒状部１３１や把手部１３２と別体で設けられ外側面に切削加工が施
されたアルミニウム合金製の環状部１３４とを備えているので、ハンドル把手１２３の滑
らかな回転を維持しながら、ハンドル把手１２３の磨耗を抑えることができる。
【００５４】
　本発明の他の実施形態を採用した片軸受リールは、図１３に示すように、リール本体２
０１と、リール本体２０１に片持ち支持されたスプール軸２０２と、スプール軸２０２に
対して相対回転自在に配置され外周に釣り糸が巻かれるスプール２０３とを備えている。
スプール２０３は、筒状の糸巻胴部２１５と、糸巻胴部２１５の一端部に糸巻胴部２１５
と一体で形成された円板状の内フランジ２１６と、糸巻胴部２１５の他端部にリール本体
２０１の開放部を覆うように装着された外フランジ２１７とを有している。外フランジ２
１７の外面で外周近くにはハンドル把手２２３が取り付けられている。ハンドル把手２２
３は、把手軸２２２に回転自在かつ軸方向移動不能に装着される合成樹脂製の筒状部２３
１と、筒状部２３１の外周側を覆うように接着固定されたコルク製の把手部２３２と、把
手部２３２の先端部の開口を閉塞するためのキャップ部材２３３と、筒状部２３１の基端
部に外側面が露出するように装着され外側面に切削加工が施されたアルミニウム合金製の
環状部２３４とを有している。なお、ハンドル把手２２３の構成は、前記実施形態の図番
に２００を加えたものと同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００５５】
　このような片軸受リールのハンドル把手２２３は、前記実施形態と同様に、合成樹脂製
の筒状部２３１と、筒状部２３１や把手部２３２と別体で設けられ外側面に切削加工が施
されたアルミニウム合金製の環状部２３４とを備えているので、ハンドル把手２２３の滑
らかな回転を維持しながら、ハンドル把手２２３の磨耗を抑えることができる。
【００５６】
　（ｂ）　前記実施形態では、筒状部３１は、硬質樹脂製の本体筒部３１ａに金属製の筒
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部３１ｅがインサート成形されていたが、金属製の筒部を設けない構成にしてもよい。ま
た、筒状部３１の材質はこれらに限定されるものではなく、ＥＶＡ樹脂以外の合成樹脂に
より形成してもよい。
【００５７】
　（ｃ）　前記実施形態では、切削加工部３４ｃは、環状部３４装着方向に沿うように凹
んで形成された溝部であったが、これに限定されるものではない。切削加工部３４ｃは、
たとえば、図７に示すように、外形が周方向に沿うように凹んで形成された溝部であって
もよいし、図８に示すように、ローレット加工によって形成されたぎざぎざ模様の溝部で
あってもよい。
【００５８】
　（ｄ）　前記実施形態では、把手部３２は、１つの部材によって形成されていたが、図
９に示すように、基端部側に配置された第１把手部３２ｂと、先端部側に配置された第１
把手部３２ｂと異なる材質によって異なる色に形成された第２把手部３２ｃとを有する構
成にしてもよい。さらに、図９に示すように、第２把手部３２ｃは、外側面に蛍光色とな
る塗装処理が施されていてもよい。
【００５９】
　（ｅ）　前記実施形態では、把手部３２は、コルクによって形成されていたが、把手部
３２の材質はこれらに限定されるものではなく、図１０に示すように、たとえばエラスト
マーやクロロプレンゴム等の合成樹脂ウレタンゴムや軟質塩化ビニル（ＰＶＣ）等の弾性
体樹脂によって形成してもよいし、図１１に示すように、アルミニウム合金によって形成
してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態を採用したスピニングリールの側面図。
【図２】前記スピニングリールの平面一部破断図。
【図３】ハンドル把手の断面拡大図。
【図４】前記ハンドル把手の分解斜視図。
【図５】前記ハンドル把手の組立斜視図。
【図６】前記ハンドル把手の図３におけるＡ－Ａ断面図。
【図７】他の実施形態の図５に相当する図。
【図８】他の実施形態の図５に相当する図。
【図９】他の実施形態の図５に相当する図。
【図１０】他の実施形態の図３に相当する図。
【図１１】他の実施形態の図３に相当する図。
【図１２】本発明の他の実施形態を採用した両軸受リールの平面一部断面図。
【図１３】本発明の他の実施形態を採用した片軸受リールの断面図。
【符号の説明】
【００６１】
　１　ハンドル組立体
　２　リール本体
　３　ロータ
　４　スプール
　２１　ハンドルアーム
　２２　把手軸
　２３　ハンドル把手
　３１　筒状部
　３１ａ　本体筒部
　３１ｂ　回り止め部
　３１ｃ　雌ねじ部
　３１ｄ　凸部
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　３１ｅ筒部
　３２　把手部
　３２ａ　把手本体
　３２ｂ　第１把手部
　３２ｃ　第２把手部
　３３　キャップ部材
　３３ａ　雄ねじ部
　３３ｂ　頭部
　３３ｃ　係止部
　３４　環状部
　３４ａ　非円形孔
　３４ｂ　円形孔
　３４ｃ　切削加工部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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